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平成２６年度 第１回 函館市南茅部地域審議会会議録 

開催日時   平成２６年８月６日 水曜日 午後３時３０分～午後５時１０分 

開催場所   函館市南茅部支所３階 多目的ホール 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 

 (1) 諸般の報告  

 (2) ＰＭ２．５の測定体制等について 

 (3) 合併時の地番整理について 

 (4) 防災行政無線（屋外拡声子局）の整備計画について 
  

議 題 

(1) 平成２５年度事業の実績報告について 

 (2) 地域審議会の設置期間延長について 

  

地域振興全般に関する意見交換 
  

その他 

(1) 函館市過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

 (2) 保健所窓口業務について 
 

出席委員 

 

 

 

 

 

熊谷儀一委員  高谷委員  藤川委員  山下委員  遠山委員 

佐々木委員   張磨委員  坂本委員  中村委員  工藤委員 

    （計１０名） 
 

・報道関係  函館新聞社 北海道新聞社         （計 ２ 社） 
 

・傍聴者     ０名                                     （計 ０ 名） 

欠席委員  木原委員 坂井委員 齊藤委員 熊谷真理子委員 野口委員（計 ５ 名） 

事務局の 

出席者の 

職 氏 名 

 

 

 

  南茅部支所長     五十嵐陽子   企画部計画推進室計画調整課長 田畑聡文 

  同地域振興課長    西谷光一    同計画調整課主査    川口洋 

 同市民福祉課長    小枝精一    同計画調整課主事１級 江藤彰洋 

 同産業建設課長    川井敏彦   保 健 福 祉 部 地 域 福 祉 課 長 佐賀井学 

 同地域振興課主査   飯田敏次     市立函館保健所東部保健事務所長 山田勝之進 

 同地域振興課主任主事 村上周平   同東部保健事務所主査 武田静香 

 南茅部教育事務所長  田名部洋    

 市立函館南茅部病院事務長  加我賢也    

                              （計１４名） 
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１ 開会（午後３時３０分） 

事 務 局 

(西谷課長) 

 ただ今より，平成２６年度第１回函館市南茅部地域審議会を開会します。 

 

２ 会長あいさつ 

熊谷会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜挨拶要点＞ 

 今年はご存じのとおり天然昆布が全地域にわたって豊漁ということで，皆

様には大変お忙しい中,また，お疲れのところでございますが，ご出席いた

だきまして大変ありがとうございます。 

本日の審議会ですが平成２５年度の事業実績の検証，地域審議会の設置期

間の延長，函館市過疎計画の変更，保健所の窓口業務について，企画部，保

健福祉部，保健所よりご出席いただいております各担当者より説明をしてい

ただいて，皆様から忌憚のないご意見ご提言等をいただくこととなっており

ますので，何とぞよろしくお願い申し上げて開会にあたってのご挨拶といた

します。よろしくお願いいたします。 

３ 支所長あいさつ 

五十嵐支所長 ＜挨拶要点＞ 

皆さんこんにちは。 

４月１日付で南茅部支所長を拝命いたしました五十嵐でございます。 

平成２６年度第１回函館市南茅部地域審議会の開会にあたりまして一言ご

挨拶申し上げます。 

本日は天然昆布漁も終盤で何かとお忙しい中ご出席いただきありがとうご

ざいます。 

また，日頃より各種事業などにご協力をいただいておりますことに，この

場をお借りして厚くお礼を申しあげます。 

４月に南茅部支所長に着任しまして，すぐ皆様のところへご挨拶に伺いま

したが，お会いできなかった方もいらっしゃいます。改めまして一日も早く

地域になじめるよう努力しているところでございます。皆様のお力添えをよ

ろしくお願いいたします。 

今の南茅部の印象でございますが，昆布漁が豊漁で地域全体が活気に溢れ

ていると感じております。 

本日の会議内容は，平成２５年度事業実績などをご審議いただくこととな

っております。忌憚のないご意見ご提言をお願いいたします。 

以上申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い

いたします。 
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４ 出席委員の報告 

事 務 局 

(西谷課長) 

出席者１０人。欠席者５人。 

出席者が過半数に達しておりますので，地域審議会の設置に関する規程第

８条第３項の規定により会議が成立していることをご報告いたします。 

５ 報告事項 

（１）諸般の報告 

熊谷会長 

 

 

五十嵐支所長 

 

 

 

 

 

日程５の報告事項に入ります。 

五十嵐支所長から諸般の報告についてお願いいたします。 

 

それでは私の方から諸般の報告をさせていただきます。  

 １点目でございますが，東消防署南茅部支署の移転新築についてでござい

ます。老朽化等のため新築工事をしておりました東消防署南茅部支署が，支

所の隣に完成いたしまして４月８日に開所式を行っております。 

 地域の中心部の高台に移転したことで，災害時においても支所との連携は

もちろん地域両方面に対して迅速な対応が可能となったところでございま

す。 

 ２点目といたしましては，南茅部総合センターのリニューアルオープンに

ついてでございます。こちらも老朽化等のため改修しておりました公民館

が，消防署と同日にリニューアルオープンを行っております。 

エレベーターの設置などバリアフリーにも配慮した改修を行い，名称も南

茅部総合センターと改め，より使いやすくなっております。多くの皆様にご

利用いただければと思います。 

３点目といたしましては，第２９回南かやべひろめ舟祭りを６月１４日に

開催いたしました。今年は不安定な天候の中でございましたが，一部催し物

の変更をしながらも最後まで開催され，たくさんの参加やご来場をいただき

ました。 

私も朝の大漁祈願祭から夜の花火大会まで見させていただきましたが，本

当に地域の各方面の皆様の力を結集して開催されているものと実感いたしま

した。委員の皆様の中にも関係された方がたくさんいらっしゃいますが，こ

の場をお借りして改めて厚くお礼を申し上げます。 

４点目といたしましては，親子昆布たんけん隊でございます。この事業は

２年前から実施され，今年が最終の３回目となります。味の素株式会社と読

売新聞社の主催によりまして，親子昆布たんけん隊＠函館・南かやべは７月

２９日から３１日までの３日間，総合センターと南茅部高校などを会場に開

催されました。 

今年も首都圏の小学生親子，京都や東京の高名な料理人をお迎えして南茅

部の小学生と交流を深めながら，特産の真昆布に関する学習や料理教室など

盛りだくさんの企画が実施されました。なかでも６人の料理人の方のだしの

実演では，子どもたちが興味をもって６種類すべてのだしを試飲しておりま

した。日本食に欠かせない昆布のだし，うま味の素晴らしさを実感したので

はないかと思います。読売新聞社様からは，８月２５日の全国版の特集面で 
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熊谷会長 

 

掲載すると伺っておりまして，南茅部の事を広く全国に情報発信できるいい

機会と考えております。実施にあたりましては南かやべ漁協や水産加工場な

どのご協力やご配慮をいただきましたことに感謝申し上げます。 

 最後の５点目になりますが，平成２６年第２回市議会定例会が６月１２日

から２７日までを会期に開催され１５人の議員の方から一般質問がございま

した。支所の関連する報告といたしましては，漁業振興支援や防災などの質

問がございました。以上でございます。 

 

報告が終わりましたので，質疑に入りたいと思います。 

質疑ありますか？ 

  

（特に無し） 

 

 ありませんので，質疑を終了します。 

（２）ＰＭ２．５の測定体制等について 

熊谷会長 

 

 

 

 

 

市民福祉課 

(小枝課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

遠山委員 

報告事項の（２）から（４）までは前回の審議会で質問が出た項目でござ

います。これに関連することについては，皆さん疑問点があったら質問等い

ただきたいと思います。 

では，（２）のＰＭ２．５の測定体制について小枝課長の方から説明をよ

ろしくお願いします。 

 

前回の地域審議会でＰＭ２．５の注意喚起のための防災無線の活用および

測定体制ということでご質問がありましたが，市では北海道の「微小粒子状

物質ＰＭ２．５に関する注意喚起のための暫定的な指針の運用方針につい

て」に基づき，「微小粒子状物質に関する注意喚起実施における運用方針」

を策定いたしました。 

 担当部局であります環境部では，この運用方針に基づき市のＡＮＳＩＮメ

ール，報道機関への情報提供，インターネットで注意喚起を行ってきたとこ

ろでございますけれども，８月から東部４支所におきましては，防災無線に

よる注意喚起をすることといたしました。 

 測定体制につきましては万年橋小学校一般環境大気測定局と平成２６年７

月からは，亀田中学校一般環境大気測定局においても測定を開始して，今現

在２局体制となっております。 

 また，環境部では本市における国の測定局設置基準が３箇所と定められて

おりますことから，今後，地理的気象的条件を考慮して新たに１局を増設す

る予定と伺っております。以上です。 

 

このことについては遠山委員からでたものですね。質問ありますか？ 

 

前回の質問に対して答えてもらったが，ＰＭ２．５というのは中国の専売

特許かと思っていたら，先日のロシアの火災でもＰＭ２．５の被害があった

ということで，ＰＭ２．５が本来何なのかよくわからない。ただ単にＰＭ 
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市民福祉課 

(小枝課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

 

２．５が怖いというのでなくて何％であればどうなるのか，それを超えると

どうなるのか，その辺を周知しておく必要があると思うが，市としてどうい

った対応を考えているのか？ 

 

ＰＭ２．５は大気汚染で微小粒子状ということで報道でも行っております

が，３月の室蘭の情報から申しますと，皆さんも私も含めまして，中国から

来ていると思っておりましたが，中国から流れて来たものは約５０％，室蘭

は工業地帯でありますことから工場の排気によるものが大体３０％，たまた

ま無風で霧がかかったためという地理上のものが２０％でございます。この

ような要因によって注意喚起の一歩手前になったということです。  

環境部の方にご質問にあったことを聞きに行きましたところ，南茅部の場

合，中国から来るとなれば南西の風に乗って来るものが多いため旧市内方向

から山を越えてくる場合となります。 

ロシアなどの方から来るものは別として，中国の方から来るものに関して

はそれほど心配はないということでした。少し風が吹けば基本的には大丈夫

であると伺っております。私はタバコを吸いますが，タバコを吸う人の方が

危険だと言われています。 

このような状況となっておりますが，注意喚起というものを理解しても 

らう機会を増やすようにという意見がございましたので，広報などでＰＭ

２．５について注意喚起を行いまして，地域の皆様に注意していただくとい

うことは申し述べておきたいと思います。 

 

ただいまの質問にあったように基準値がいくらであるとか，それよりどの

くらい下がれば良いのかということを含めて，説明にあったように東部地区

では防災無線で周知するということですから，皆さんにわかりやすいように

周知していただければ思います。 

このことについては，質疑ありませんか？ 

  

（特に無し） 

 

 ありませんので，質疑を終了します。 

（３）合併時の地番整理について 

熊谷会長 

 

市民福祉課 

(小枝課長) 

 

合併時の地番の整理について説明をお願いします。 

 

わかりやすい地番にしてほしいという質問の中で，住居表示しなければな

らないと答弁させていただいたとおりですが，森町と砂原町が合併した際，

整理したと聞いているが実態はどうなのかということでしたので，調べさせ

ていただきました。旧砂原町は旧森町と隣接する方から砂原西，砂原，砂原

東として大きく３つにわけて字名を１丁目や２丁目と順番を決めているもの

であって，住居表示法や地番改正に基づくものではないということでした。 

例えば，旧砂原町役場の住所は，合併前は，茅部郡砂原町度杭崎４３の４ 
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熊谷会長 

 

坂本委員 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

 

 

 

市民福祉課 

(小枝課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

となっておりましたが，合併後は茅部郡森町砂原１丁目４３の４と単純に役

場付近を砂原，度杭崎を１丁目に変えたと伺っております。 

南茅部の場合は，字名を町名に変えております。例えば，字尾札部を尾札

部町と変えております。旧砂原町の場合は砂原という名前を残して字名を１

丁目や２丁目に変えたということです。例えば，砂原町紋兵エ砂原というの

は砂原２丁目です。 

一番旧森町寄りの砂原町押出は，砂原西１丁目です。一番鹿部町側の砂原

町相泊という所は砂原東５丁目となります。というように単純に旧砂原町を

３つの大きなブロックに分けて砂原西，砂原，砂原東として，そのなかにあ

る字名を単純に１丁目や２丁目にしたということになっておりまして，地番

改正を行いわかりやすくしたというのではなく，砂原という名前を残したと

私は伺っておりました。以上です。 

 

このことについて，坂本委員何かありますか？ 

 

今，個人情報だとか保護法だとかで，例えば，うちを訪ねられても教える

方も昔であれば普通に教えることは可能だろうけれども，そういうことがで

きなくなってきているからね。住居表示を視野に入れた中で，知らない人が

番地で家をわかるように，時間をかけてでもその辺を念頭において，取り組

んでいただきたいと思う。 

  

坂本委員の前回の質問の中でもありましたが，例えば，同じ川汲の地域の

中でも，道路の国道沿いは連番になっている。奥まったところは飛んだよう

な地番になっている。そのことについては整理できないか。という提案だっ

たと思いますが，そのことについてはどうでしょうか？ 

 

前回の国安支所長の答弁と全く同じになってしまいますが，その場合，住

居表示を変えるしかなくなります。住居表示は住居表示法という法律に基づ

いて，戸籍住民課が担当として実施しておりまして，対象はまず市街地が形

成されている。具体的には，家屋が連なっているということと人口が密集し

ている。さらに四方が道路に囲まれている。つまり，区画整理がきちんとさ

れている。そういうところで行っているもので，旧市内において１６１町あ

るそうですが，そのうち１２０町を実施しておりますけれども４１町，要す

るに端の方では実施しておりません。それで，南茅部についてはどうですか

と聞きましたら，今の南茅部地域の現状では市街地を形成されていないなど

住居表示法に定める要件にない。そのため，現時点では住居表示する予定に

は残念ながら入っていないという回答を得ております。言われていることは

わかりますので，今後お願いしていきたいと考えております。 

 

答弁があったように，皆さんにわかりやすい住居表示について，担当部局

と協議していただいて法律的なものはあるでしょうけれども，皆さんにわか

りやすいように表示をしていただくよう努力して欲しいなと思います。 

この件については以上で終わります。 
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（４）防災行政無線（屋外拡声子局）の整備計画について 

熊谷会長 

 

地域振興課 

(西谷課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

次に防災行政無線の整備計画について，説明をお願いします。 

 

前回の地域審議会におきまして，防災無線放送が川汲のイエローグローブ

方面の屋外ではほとんど聞こえないという趣旨のご質問で今後増設の計画が

あるのかということでございました。当地域の防災行政無線は，過去の大雨

災害の教訓を生かして，地域住民への防災対策にかかる情報を伝達する手段

として平成４年に設置したものでございます。 

ご指摘のありましたとおり，設置した当時からみますとバイパスなどの整

備に伴いまして家が高台に増えてきていることもあり，現在設置している屋

外拡声子局ではカバーしきれずに聞こえづらいところもあります。 

また，一方で，この屋外拡声子局を設置する際には放送が重なって聞こえ

づらくならないように放送範囲を効果的にする必要があります。 

今後も，バイパスなどの整備に伴いまして聞こえにくい箇所が出てくるこ

とが予測されますので，一定の市街化形成状況などを勘案しながら効果的な

整備の方法を検討して参りたいと考えています。以上でございます。 

 

質疑ありませんか？ 

 

（特に無し） 

 

今，課長から答弁があったとおり前向きに検討してもらうことでよろしい

ですね。 

６ 議題 

（１） 平成２５年度事業の実績報告について 

熊谷会長 

 

 

事 務 局 

(西谷課長) 

 

熊谷会長 

 

遠山委員 

 

 

市民福祉課 

(小枝課長) 

 

 

熊谷会長 

次に日程６の議題に入ります。 

平成２５年度事業の実績報告について事務局から説明をお願いします。 

 

（資料１のとおり説明） 

 

 

質疑ありませんか？ 

 

６ページに高齢者福祉の推進の中の高齢者等温泉入浴優待事業とあるが， 

使用率はどのくらいあるのか？ 

 

およそ７割となっております。その年によって違いますが，去年で７３％

くらいで実績は１７，６５７枚となっております。その前年が１７，９２２

枚となっておりまして，大体７割以上の方々が使っております。以上です。 

 

他に質疑ありませんか？ 
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産業建設課 

(川井課長) 

 

 

私の方から１つお聞きしたいと思いますが，５ページの生活環境の整備充

実の水道の整備について，川汲地域ですが南茅部支所から安浦方面の高台に

上水道の敷設がなされていない。民家等については個人的に費用を負担して

敷いているという状況です。春に支所の近くで火災が起きたが，その結果と

して上水道の敷設について地域の方から強く要望する声がありましたが，現

状と今後について，水道部局にお願いしていることがあれば説明いただけれ

ばと思います。 

 

川汲地区の高台バイパス沿いの渡島信金から精進川の橋のあたりまでの水

道の敷設の関係でございます。 

水道事業については，南茅部支所の所管事務にはなっておりませんが，昨

年，別件で水道の敷設についての要望がございまして産業建設課が窓口にな

りましたことから私の方から説明していきたいと思います。 

ここの地区については，大体６００ｍの区間，市の上水道は敷設されてお

りません。ここにつきましては，旧南茅部町時代から給水区域に含まれてお

らず水道施設の整備を行う予定がない地域と位置づけられております。 

南茅部支所としても昨年８月，給水管の敷設について企業局へ要望をした

ところでありますが，現在のところ当該地域については，給水区域の拡張や

水道施設の整備は予定していないとの回答を得ているところであります。 

企業局では，大型事業として臼尻簡易水道の給水管更新工事を優先・施工

中であること，経年・劣化による既設給水管の破損事故が多発し多額の費用

を要していること，更には，給水範囲の拡張を行う場合にも多額の事業費を

要するという悩みも抱えているということであります。 

５月６日に発生した川汲町の火災による影響に関しましては，支所市民福

祉課の方から６月２４日開催の南茅部町内会連絡協議会の席上，坂本川汲町

内会長から「消火栓の使用によりその間，周辺の一般家庭等の水道が出なく

なった。」ということで水道の敷設の要望があった旨の報告がありました。 

 南茅部支所の対応としては，７月２日，この影響を報告し，図面をもって

再度水道敷設の要望をしてございます。 

近日中に，私もまた企業局に出向きまして，直接的な要望と意見交換をし

てまいりたいと考えております。 

前回の町内会連絡協議会の時にも答弁をしましたが，実は企業局の方も先

ほどありましたように臼尻地区の給水管の更新が大型事業としていよいよ動

いてございます。 

その他，冬期間だとか夏場もそうなのですが経年の劣化による管の破裂の

修理代も結構なものだということであります。 

更には，要望のあった給水施設の新設と拡大にも大きな金額がかかるとい

うことで，大変悩みを抱えていると言われておりました。 

特に水道事業は，皆さんからの水道の使用料によって収支を賄っている企

業であり，採算性の確保を求められているという点をご理解いただきたいと

いうことでもありました。 

しかしながら，支所といたしましては，このようなことを理解しながら 
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熊谷会長 

 

も，今要望があるわけですから，今後また地域の声として継続しながら企業

局へ要望して参りたいと考えております。以上でございます。 

 

ただいま川井課長から説明がありましたが，住宅なり建物が増えていくと

行政の責任として地域に住む人たちの生活を守るために当然必要な事業なん

ですね。費用対効果の話がありましたが，儲からないからやらないとか儲か

るからやるとかそういう類のものではないと思います。今後も担当部局の方

と協議していくということですので，なるべく早めに敷設されるようにお願

いしたいと思っています。 

これについて，関連で何かありますか？ 

 

（特に無し） 

 

ありませんので，質疑を終了します。 

（２）地域審議会の設置期間の延長について  

熊谷会長 

 

 

企画部 

(田畑課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

遠山委員 

地域審議会の設置期間延長について企画部の田畑課長の方から説明をお願

いします。 

 

ご説明の前に，前回３月の地域審議会におきまして遠山委員からご質問い

ただいておりました合併建設計画の執行状況についてでございますが，平成 

１７年度から２４年度までの当初計画額に対する事業の執行した金額とその

割合ということで４５．３％と申し上げた際に，遠山委員から仮に２６年度

の計画が執行された場合の，金額と執行率についてのお尋ねがございまし

た。 

その際，集計しておらずお答えできなかったものですから，今般改めて集

計したものを口頭でご報告させていただきます。 

当初の南茅部地域における合併建設計画における計画額７３億１千万円に

対しまして平成１７年度から平成２５年度実績額さらに平成２６年度の当初

予算額を加えました金額が３９億８千２１５万５千円。計画額に対する割合

につきましては５４．５％となったところでございます。以上，前回の補足

で説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

（資料２のとおり説明） 

 

 ただいまの説明について，質問はありませんか？ 

 

合併特例債の５年間の延長に伴って，地域審議会も５年間延長しましょう

という提案で，それについてはいいと思う。ただ，１０年間の中で地域審議

会としての役割が十分果たせていたのかどうかを検証してみる必要があると

思う。一般の地域の人たちが地域審議会は何やっているんだという疑念を持

たれる可能性もなきにしもあらずだと思う。にもかかわらず，またなんで延 
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企画部 

(田畑課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠山委員 

 

 

 

 

 

 

 

企画部 

(田畑課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

長するんだということもあると思う。節目の時に先ほどの話で，５４．５％

の執行率ということだが，何ができて何ができなかったのか。できない理由

は何だったのか。その辺のことを検証しながら進めていかなければ，また，

何かわけのわからないうちに５年間過ごしてしまう気がする。その辺は市と

してどのように考えているのか？ 

 

地域審議会の役割ということで，１０年目を迎えるということで，当初の

予定ではこれをもって地域審議会の機能が終わるということでございました

が，この合併建設計画の５年間の延長に伴いまして引き続き合併建設計画の

検証，計画に即した町づくりそこら辺を議論する場として地域審議会の機能

は残していかなければならないと市としても考えてございます。 

地域審議会のこともそうですが，例えば１０年間で合併した効果でありま

すとか様々なご意見もあると思います。 

合併して良かったことや合併してこんな点はどうなのか，そのような住民

の方も意見があろうかと思います。 

そういった声をお聞きする機会も市として必要だと思っておりますし，ま

だ正式には決まっておりませんが，この１２月には一定のそういう合併に関

する何らかのフォーラムといいますか，シンポジウムそういったもので皆さ

んと議論するような場面が必要なのかなと思っております。 

いろいろな機会を踏まえて地域審議会を中心とした住民の方の意見を聞

く，そういった場面を少しでもこれからも作っていかなければならないと思

っておりますし，その中で地域審議会の活性化といいますかいろいろな観点

からの議論もまたその都度やっていかなければならないと思っております。

以上でございます。 

 

回数は忘れたが，以前の審議会で，合併特例債の建設期間の延長に伴って

審議会を延長しようという提案があったときに，５年の節目の時に南茅部支

所で各種団体，各業種ごとの代表者が集まって５年間を検証した経緯があっ

た。その時に，そういうことを計画しているか聞くと今のところ計画がない

という答弁だったので心配していたが，今の答弁でフォーラムみたいな事を

行うということなので，しっかりと検証する場があるということは重要なこ

となので，是非，進めてほしいと思う。 

 

補足でございますが，今想定しておりますフォーラムにつきましては，実

は，９月に大学の先生たちが学生を連れて合併した地域の住民の方からいろ

いろな声を聞きたいというお話がございまして，改めて皆様にご協力いただ

きたいと思いますが，住民のこんな声があったのかということを基にしたい

ろいろな議論というものを想定しているところでございます。 

それとは別に先般８か年という形で報告させていただきましたが，この 

１０年間のトータルな事業の進捗状況でありますとか，そういったことは，

ペーパーで作成して皆様にお示ししながらご意見等を伺いたいと思っており

ます。以上でございます。 
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熊谷会長 よろしいですか？ 

 

（特に無し） 

８ その他     ※ 次第７と次第８で順序の変更有り 

（１）函館市過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

熊谷会長 

 

 

 

 

 

企画部 

(田畑課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

それでは日程７の地域振興に関することですが，これは後に回します。そ

の他の方で関連の説明がございますので，そちらの方から進めてまいりたい

と思います。 

函館市過疎地域自立促進市町村計画の変更について説明をお願いいたしま

す。 

 

それでは続きまして函館市過疎地域自立促進市町村計画の変更につきまし

て，資料は用意してございませんが，口頭でご報告させていただきます。 

この計画はいわゆる過疎計画と申しまして，旧東部４町村につきまして

は，合併前から過疎地域に指定されておりましたので，旧町村時代から過疎

計画を作成しておりました。 

合併した後，直近の計画でございますが，現在は平成２２年度から２７年

度までの６か年計画というものを函館市として作成してございます。 

これは旧４町村に限定した計画でございまして，こちらの計画で意図する

ところは過疎地域の振興発展を目指す計画ということになってございます。 

この計画を策定することによりまして，有利な財源であります過疎債の活

用が可能となって，さまざまな事業に活用できることとなっております。 

このたび，法律が改正となりまして，平成３２年度までの時限立法でござ

いますが，法律の要件に伴いまして，過去２５年間の人口の減少率が函館市

全体で１９％以上ということで，この法律の改正法の要件に合致しまして函

館市全域が過疎地域の指定を受けたところでございます。 

この全市域が過疎地域に指定されたことに伴いまして，現在の平成２７年

度までの過疎計画の変更手続きを行っております。 

内容といたしましては，今の計画が東部４町村の限定の計画でございまし

たが，この計画に旧函館市の分を加えた各種統計データや旧函館市に該当す

る記述内容の追記，そういったものの変更を加えてございます。 

７月にパブリックコメントを実施し，この計画変更につきましても，先ほ

ど説明申し上げました合併建設計画の変更ならびに地域審議会の設置期間延

長に関わる条例制定とあわせて，この９月議会に提案いたしまして議決を経

て最終的に承認を受ける予定となってございます。 

なお，過疎の特別措置法につきましては，平成３２年度までの時限立法で

ありますので，来年度改めて平成２８年度から平成３２年度までの最終の５

か年の計画を函館市全域の計画を作成する予定でございます。以上でござい

ます。 

 

それでは，質問を受けたいと思います。 
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遠山委員 

 

 

 

 

 

 

企画部 

(田畑課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

以前の過疎計画は地域限定版，旧合併町村が対象となる。今回，市全域が

対象になると，合併特例債と過疎債を市としてどういった使い分けをするの

か。例えば，今までであれば南茅部から戸井地域までの間で過疎債が利用さ

れていたが，全域となると合併特例債と大して変わらなくなってしまうと思

う。全部薄まってしまい地域に特化した事業というのはなくなってしまう気

がする。その辺はどのように考えているのか。 

 

過疎債の方が若干充当率が高いということで有利な起債でございますが，

まず，大きく違うのは合併特例債はハード事業，過疎債は建物を作るとか道

路を作るとかそういうハード事業に加えてソフト事業が対象となります。例

えば，地域のお祭りの開催経費を支援したり地域のバスを支援したりとか，

ウニ，アワビとか魚礁とかの関係，ウニ等の種苗を生産するとか，いわゆる

ハードからソフト，メニューは決まっている中で大きく違うのはソフト事業

にも使えるというのが第１に違うところでございます。今回の過疎計画の変

更につきましても，合併建設計画の変更につきましても，いずれにしても必

要な事業をきちっと執行できるような形で計画には盛り込んでございます。 

ただその時々の財源として，今申し上げましたソフトとハード事業の区分

けも整理しながら，なおかつ過疎債につきましては全国で３，６００億円と

いう枠がございまして，全て何でもかんでも使えるというわけではございま

せん。その枠の中でどの事業をこの起債財源で使えば一番スムーズにいく

か，その辺は，その時々に財政当局と北海道なり総務省と協議しながら進め

ていくこととなります。以上でございます。 

 

どちらにしても田畑課長からあったように，どちらを使うかは地域ごとに

違うわけですから，有利な方で返済の楽な方向で地域に対応していただけれ

ばと思います。 

 

その他ありませんか？ 

 

（特に無し） 

 

ありませんので，質疑を終了します。 

（２）保健所窓口業務について 

熊谷会長 

 

保健福祉部 

(佐賀井課長) 

 

熊谷会長 

 

遠山委員 

保健所窓口業務について説明をお願いします。 

 

（資料３のとおり説明） 

 

 

ただいま説明が終わりましたが，質疑ありませんか？ 

 

資料３の③の特定疾患申請の受付状況だが，これをみると戸井，恵山，南

茅部をみて人口は南茅部がはるかに多いはずなのに，申請受付数が極端に少 
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保健福祉部 

(佐賀井課長) 

 

 

 

 

遠山委員 

 

 

保健福祉部 

(佐賀井課長) 

 

遠山委員 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉部 

(佐賀井課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠山委員 

 

 

 

熊谷会長 

 

保健福祉部 

(佐賀井課長) 

 

山下委員 

ないような気がする。南茅部だけ疾患者が少ないというわけではないと思う

が，どのようにとらえているのか？ 

 

特定疾患の申請受付の窓口としては東部保健事務所で直接受けている場合

もありますし，この括弧書きで派遣された職員が行っている場合もあります

し，保健所で行っている場合もあります。ここに書いてあるのは，東部保健

事務所で取り扱っている件数でありまして，直接行かれている方も相当数い

ると思っております。 

 

地域におけるそういう疾患を持っている方を指すのでなくて受付した場所

の数ということか？ 

 

そういうことです。 

 

 

今の説明では窓口を集約することによって，適切なアドバイス，申請手続

きをできるということらしいが，私は，逆に足を運びづらくなるんじゃない

かと思う。 

例えば，病院と連携して病院がそれを認定したら，それで自動的に手続き

されて家の方にいくようなシステムになれば，いちいち難病を抱えて苦しん

でいる方が，難解な手続きをする必要がないと思うが，これでは逆にサービ

スが低下すると思うがどうか？ 

 

そもそも特定疾患は，先ほど申し上げたとおりですが国の制度です。あく

までも認定自体は各都道府県が認定するもので，さらに，その受付は市町村

がするというような位置づけの中でやっておりまして，確かに言われますよ

うに医療機関で診察を行い特定疾患であるとわかれば，自動的に手続きされ

ればいいのではないかということはわかりますが，制度上はあくまで個人が

申請するという制度となっているものです。理想とすればわかりますが，あ

くまでも申請主義のものでございまして，その制度は国が定めているという

ことで，函館市としてはそういう要望を承りますが，函館市の単独の考え方

の中で改正できるものではないということでご理解願いたいと思います。 

 

制度的なものはわかったが，難病を抱えて落ち込んでいる方が難解な申請

をしなければならないということ自体が私は住民サービスとは逆行している

と思うが，国の制度だとしたらやむを得ないでしょう。 

 

国の方に市を通してある程度お願いしていく他にないですよね。 

 

実際に今のご意見を国なり道なりにお示しできる場面があるかどうかとい

うこともありますが，そういった機会があれば話していきたいと思います。 

 

難病になっても個人で認定申請しなければならないというのは，３０年前 
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保健福祉部 

(佐賀井課長) 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東部保健事務所 

（山田所長） 

 

 

 

と何も変わっていないと思う。 

実際，当事者は本当に難病なのかどうかわからないので，病院なり役所の

方が申請手続きなどをしてあげなければ，個人では申請についてわからな

い。結局，後になって，申請ができなくなっていることがあると思う。私も

実際３０数年前に経験しているので，もっと速やかに認定できる方法を考え

た方がいいと思う。 

 

先ほどのご質問とややかぶっているものと思いますが，おっしゃられると

おり難病の方が医療機関に行って医師からの説明を受けはするけれども，な

かなか申請しないという現状があるということでよろしいでしょうか。 

それが医師からエスカレータ式にいくとすれば，そういうものはないとい

うご質問ということでよろしいですか。 

お話はわかりますので，先ほども話したとおりですね，そういったことを

報告できる機会があれば道なり国なりに要望していきたいと思います。以上

です。 

 

そういう要望は市として出していきますよということです。それが，確実

にそういう方向にいくかどうかということは別としても，皆様の言いたいこ

とはわかりますということでございます。 

 

その他ありませんか？ 

 

（特に無し） 

 

ありませんので，質疑を終了します。 

 

東部保健事務所の山田でございます。 

先ほど佐賀井課長から受付業務の関係について説明がありましたが，うち

の方では，保健師の活動実績について報告させていただきたいと思います。 

東部保健事務所では，４支所管内での赤ちゃん訪問ですとか妊産婦や母子

の関係，それから高齢者などの認知症，それから精神，難病を抱えている方

とか介護で不安を抱えている方や高齢者世帯，それから本人や家族のために

家庭訪問等で地域に通いながら健康相談等の支援業務を行っておりまして，

平成２３年度実績では４地域で６８０件ほどの訪問活動を行っております。

特に高齢者への家庭訪問では，介護保険サービスの利用を受けられていない

方，日常生活に支障がある虚弱，障害のある方，適切な訪問介護を受けられ

ていない方，そういう十分な福祉サービスの利用を受けられていない方を優

先して活動を行っておりますけれどもＰＲ不足もありまして，なかなか活動

が住民から見えづらいものではないのかなと思っております。 

 保健師はその他に介護予防のために，４地域にある老人クラブでの血圧測

定，健康教育，女性団体など地域住民グループに対するウォーキング等の運

動教室，メタボ予防教室などを実施しております。その他に大腸，胃，肺の

がん検診の早期発見と治療のための巡回検診，女性特有の子宮がん，乳がん 
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熊谷会長 

 

 

検診などの業務を行っているところであります。 

東部保健事務所では，住民の皆さんの健康管理と病気予防のために地域の

町内会などと連携しながら保健活動を進めてまいりたいと考えておりますの

で，健康不安などの相談等がございましたら，是非，東部保健事務所の保健

師の方までご連絡いただければ助かります。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

毎年４月に行っている市の健康診査ですけれども，なかなか成績が上がら

ないというのが現状で，それなりに健康なのかなとは思いますけれども，医

療機関はもちろんございますけれども，できるかぎり健康診査にも自分の身

を守るためですから，どしどし参加していただければと思います。 

７ 地域振興全般に関する意見交換  ※ 次第７と次第８で順序の変更有り 

熊谷会長 

 

遠山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五十嵐支所長 

 

地域振興全般に関する意見ですが，何かありますか？ 

 

縄文文化交流センターのことだが，開館以来２年４か月で入館者が１０万

人ということで，かなり一般の来場者が多くて有効利用されているようだ

が，縄文文化交流センターとしての看板があそこの建物にない。道の駅の看

板は見当たるけれども，函館市として，この建物は何であるか周知するため

に函館市縄文文化交流センターの看板は，絶対建物の前に必要だと思うが，

どのように考えているのか？ 

今年１月にタウンミーティングがあり，市長と縄文に関する意見交換会を

したが，その時，私は，全国に千いくつの国宝があるが北海道には中空土偶

１つしかない。函館市として中空土偶を観光振興のためにもＰＲすべきだと

いう発言をした。 

市長の方からは，地域がもっとそれを盛り上げなければだめだ。この地域

に来たら，ここは縄文のまちだと地域だと思われるような地域全体で盛り上

げようという意欲が足りないのではということを言われた。その中で，支所

としても，若い人たちの縄文に対する関心を深めるためにも，率先して若者

たちに対する啓蒙活動をすべきだ。それは支所長に命じたと私は記憶してい

るが，支所としてはその辺どのようにとらえているか。お聞かせ願いたい。 

 

阿部参事が本日は欠席で，看板につきましては，今調べているものがござ

いませんので，次回の審議会でお答えしたいと思います。 

 縄文文化交流センターには何度か行っておりますが，そこが縄文文化交流

センターであると思って建物に行っているものですから，すみずみまで眺め

ておりませんでした。遠山委員からの看板設置をした方がいいのではないか

という意見につきましては，あるかないかをまず確認いたしまして，ない場

合は設置につきまして教育委員会に確認をしまして次回の審議会でご回答し

たいと思います。 

それとタウンミーティングの関係は前任の国安支所長の方からも伺ってお

りました。若い人ということで創生の会の方々と南茅部支所地域内で，まず

どういうことができる。ということをお話しながらやっていくべきというこ 
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遠山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育事務所 

(田名部所長) 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

 

 

 

 

 

遠山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

とだったものですから，関係団体と創生の会の皆様とまずお話をして，支所

でどういうことができるのか。また，地域としてどういうことができるかと

いうことを連携して検討していきたいと思っております。以上でございま

す。 

 

創生の会ばかりではないが，いわゆる民間ベースで北の縄文クラブとか創

生の会とかとやろうという，われわれ商工会も縄文まつりを実施している

が，支所としてこれを何とか地域の産業経済観光の目玉として，なんとかし

て，これを周知させていくんだ，情報発信していこうという意欲がみえてこ

ない。それが私の感想だ。 

 たしかに教育委員会の所管だとは思うが，地域振興を考えたときに，まさ

に支所として市としてやらなければならない事業だ。今の看板についてもそ

うだが，笑い話だが，私の同級生にここを通ってあそこは刑務所か？と言わ

れたくらいそういう気配がなかったということなので，その辺も勘案しなが

ら，何とか地域みんなで交流センターのみならず地域にある縄文遺跡群を盛

り上げていこうという意欲を示していただきたいと私は感じた。 

 

 縄文交流センターの看板につきましては，国道で道の駅の標識を見る機会

があると思います。 

 縄文交流センター自体の看板は，私の知る限りでは総合センターの交差点

の所とそれ以外に電柱に抱かせているものが国道を中心に，この地域内に 

１０箇所付いています。その他に大船遺跡のものが１０箇所あります。 

 今後，看板設置の計画があるかわかりませんが，持ち帰り阿部館長に説明

をして次回以降皆さんに回答できるように伝えたいと思います。以上です。 

 

支所長，今，遠山委員から出た啓蒙活動について支所を中心にというお話

も出ましたので，その辺は阿部参事と協議して支所としてどのような形で啓

蒙活動ができるのか，そういう責任というものは支所として持ってしかるべ

きだと思うので，その点について次回審議会では遅いと思いますが，発言す

る機会がないものですからある程度まとめて，次回の審議会で方向をきちん

と出していただきたいと思います。 

 

看板の件だが，磨光小学校を下から上ってくるところの正面にふるさと文

化公園という看板がある。 

 電柱看板とか各箇所にあるのはわかるが，そこの場所に行ったときに，こ

こがそうなんだという目印がなければ実感としては縄文文化交流センターな

んだということに結びつかないと思う。  

 そういう意味でも，ここがそうなんだという看板が，建物の前に必要なの

ではないか。道の駅の看板はあるが，あれは国のお金で作ったもので，市に

お金を出せというつもりでその辺をお願いしたい。 

 

遠山委員の言うとおりで，タウンミーティングで市長が言ったことは，あ

くまで地域で考えなさいということだったんですが，地域で考えるけど金ま 
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 で出すとなるとゆるくない。 

その辺も含めて田名部所長も阿部参事と協議して皆さんに理解してもらえ

るように，目立つようなものが必要だと思っていますので，１０月までにき

ちっとした回答をしていただければと思います。 

    

その他に地域振興に関することは，ありませんか？ 

  

（特に無し） 

  

関連ではないですね。 

 

 皆様には，大変お疲れのところご出席いただきまして，市の関係部局の皆

さんにも，暑い中来ていただきましてありがとうございます。 

 次回の地域審議会は１０月を予定しておりますので，是非とも参加をお願

いいたします。 

本日の審議会を終わります。大変ありがとうございました。 

 

（午後５時１０分閉会） 

 

 


